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室蘭港港湾計画改訂について
室蘭市港湾部　港湾政策課

1．はじめに

　室蘭港は、北海道の南西部の内浦湾東端に位置し、
道内一の被覆内水域を有する国際拠点港湾です。
　同港は室蘭市の中央部に位置し、北側、南側、東側
を陸地に囲まれた入江に天然の良港として発展してき
ました。臨港地区の面積は市街化区域面積の約 3分の
1を占めており、市街地と一体となった「みなとまち」
を形成しています。
　古くから、工業港として発展し製鉄業等の製造業を支
える港湾として、我が国経済の発展を担ってきています。

室蘭港全体写真

2．室蘭港港湾計画改訂の背景

　室蘭港港湾計画は、平成 6年に改訂し平成 17 年を
目標年次として取り組みを進めてきましたが、計画改
訂から 25 年以上が経過し、その間に、フェリーの廃
止と復活、室蘭製油所の原油処理停止、国内最大級の
木質バイオマス発電所の運転開始、脱炭素社会実現に
向けての動きなど、港湾計画の前提となった社会経済
情勢や室蘭港を取り巻く状況が大きく変化していま
す。そのため、時代の変化に対応するとともに、将来
を見据えるため、令和 2年度に策定した室蘭港長期構
想における短期～中期の取り組みを踏まえて、令和 3

年 6月に室蘭港港湾計画の改訂を行いました。

3．室蘭港港湾計画改訂の方針

　室蘭港は我が国を支える鉄鋼産業をはじめとした立
地企業を支えるとともに、エネルギー関連産業の集積
を活かし脱炭素社会への貢献のため、港の機能を強化
していきます。また、北海道において唯一、22 万ト
ン級クルーズ船の着岸が可能となる利点を活かし、み
なとを核とした地域の賑わいづくりの進展を図ってい
きます。
　これらの取り組みを実現していくため、「物流・産業」
「人流・賑わい」の 2つの大きな柱と、それに基づく
7つの方針を定め、今後のみなとづくりを進めていき
ます。

4．主な港湾施設計画の内容

　柱の 1つ目は「鉄・エネルギーの生産を支える産業
港湾」として、鉄のまち室蘭を支え、また我が国の鉄
鋼産業を支える室蘭の鉄鋼コンビナート関連企業の原
料調達、製品出荷に関する物流拠点としての機能を強
化、これに合わせて災害発生時の緊急物資輸送や、休
憩船、作業船の受け入れ機能の強化を行っていきます。
①�基幹産業の原料輸入、製品出荷の効率化に対応する
ため、御崎地区に大型船に対応した岸壁（水深
12m、延長230m、対象船舶3万DWT）を計画します。
②�船舶の大型化に対応し道内 1次産業への支援、リサ
イクル資源輸出機能の強化を図るため、築地地区に
大型船に対応した岸壁（水深 12m、延長 230m、対
象船舶 3万 DWT）を計画します。
③�原木、バイオマス等の輸出入拠点の形成するため、
本輪西地区に大型船に対応した岸壁（水深 11m、延
長 190m、対象船舶 2万 DWT）を計画します。

苦労はしましたが、見てて飽きないよう大学教授のイ
ンタビューを盛り込んだり、北海道開発局のリクルー
ト活動にも使えるよう若手の写真を多用しています。

6．おわりに

　策定した技術開発ビジョンをどう実現させていくか
が重要です。北海道開発局の港湾関係の技術職員は

2001 年の国土交通省発足時から約 2割減少しました
が、それを理由に技術開発を捨てることはできません。
　本年度ビジョンの実現のための調査業務を多数発注
しており、ちょっと前のめり感も否めない状況ですが、
今一度、技術開発のフロンティア精神を職員で共有・
醸成し、関係者と一丸となって持続可能に向けた技術
開発を進めていきたいと思います。



7

④�防災機能を強化するため、人口集中地区である東室
蘭駅周辺地区と行政の中心である室蘭駅周辺地区の
両方へのアクセスが容易となり、臨港道路により自
動車専用道路に直結するという地理的特性を活か
し、御崎地区に耐震強化岸壁（特定）を計画します。
⑤�静穏な水域を活用した休憩船、作業船、避難船を受
け入れるため、物資補給岸壁の位置付けを計画します。

　柱の 2つ目は「大型クルーズ船による賑わい・交流
拠点」として、クルーズ船の規模に合わせて室蘭港内
でクルーズ船の受け入れ機能を分担し、背後の観光地
とも連携しながら、みなとを核とした地域の賑わいづ
くりの進展を図っていきます。
⑥�大型クルーズ船乗客の受入環境を向上させるため、
祝津絵鞆地区で整備を進めている岸壁（水深 11m、
延長 410m）から背後施設の間の緑地の整備と遊歩
道の整備を計画します。

⑦�港と街が一体となった賑わい交流空間を創出するた
め、入江地区において、中型～小型のクルーズ船や
フェリーによる人流受入拠点として、土地の用途変
更を計画します。

　また、崎守地区では、大水深バースや広大で静穏な
水域を活かし、洋上風力発電資材の保管や組立を目的

とした拠点を目指し、関連産業を誘致しようという民
間企業の動きがあります。
　陣屋地区では、将来的なエネルギー需要の変化や拡
大に伴う情勢に対応した港湾空間としての一体的な土
地利用を図るため、将来の利活用の方向性を検討して
いきます。
　祝津絵鞆地区では、大型クルーズ船等のクルーズ需
要に対応した賑わい空間の形成を図っていくととも
に、崎守地区と同様に、洋上風力発電資材の保管や組
立としての利用も併せて検討していきます。
　このように本港の既存施設の有効な利用が図られる
よう、鉄鋼関連産業やエネルギー関連産業の集積を活
かし、脱炭素社会への貢献のため、3地区について、利
用形態の見直しの検討が必要な区域として計画します。

5．おわりに

　今後は、本計画に基づき、ものづくり産業を支え、
海の観光玄関口の機能を強化するとともに、北の脱炭
素化をリードしていくため、関係者や市民の皆さんと
ともに、新たな時代のみなとづくりを進めていきたい
と考えております。
　最後になりますが、北海道開発局をはじめ関係機関
の皆様のご指導、ご協力により港湾計画を改訂できま
したことに、この場を借りて厚くお礼申し上げます。

室蘭港港湾計画改訂の概要


